
公益社団法人全国老人保健施設協会

一般社団法人日本慢性期医療協会

日本介護医療院協会

公益社団法人日本看護協会

公益財団法人日本訪問看護財団

一般社団法人全国訪問看護事業協会

一般社団法人全国デイ・ケア協会

一般社団法人日本訪問りハビリテーション協会

一般社団法人日本りハビリテーション病院・施設協会

一般社団法人日本言語聴覚士協会

一般社団法人日本作業療法士協会

公益社団法人日本理学療法士協会

平素より大変お世話になっております。

厚生労働省老健局老人保健課でございます。

厚生労働省では、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えら

れる 12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推

進するため、集中的な広報を実施することとしております。

本年6月に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律等の一部を改正する法律が成立し、公布の日(令和7年6月Ⅱ日)から起算し

て1年6月以内で政令で定める日から、カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管

理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられます。

そのため、今年度は、カスタマーハラスメント対策をテーマとして、ポスター「NO!カスタ

マーハラスメント」(別添D の作成やシンポジウムの開催(別添2)などにより、広報を

実施することとしております。

御中

お忙しいところ恐れ入りますが、貴団体の会員の皆様へ情報提供いただきますようお願い

いたします。

お手数をおかけして申し訳ありませんが、御協力くださいますようお願い申し上げます。
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2025年6月に改正法が成立し、公布された日(2025年6月1旧)から1年6月以内の政令で定める日に施行されます。

は職窃 当社のハラスメント相談窓口はこちら

2025年12月10日(水)、
職場におけるハラスメント対策シンポジウムを
オンラインで開催します。

^

^

、、

シンポジウムの概要及び参加の申し込みは、二次元ノぐーコードまたは下記URLからご確認ください。

https://WWW.no・harassment.mhlwgo.jp/symposium
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ハラスメント対策の総合サイト
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厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント1劣威月間」と定め、ハラスメントのない職場づく

りを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。

その一環として、岡哉場におけるハラスメント対策シンボジウム」をオンラインで開催します

12月はハラスメント撲滅月間です!

N
ハラスメント

ハラスメント事
ハラスメント対策の

あかるい職

社の取なと
サイト

カスハラ防止措置が事業主の義務になります

職場におけるハラスメント対策シンボジウム
2 .多力無
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【開催日時、開催形式】

12月10日 13:30~15:15、オンライン(事前申し込み御D

【開催内容】

①改正法の説明

②業界団体におけるカスタマーハラスメント対策の取り組み事例

☆一般社団法人空港グランドハンド1ノング協会

③カスタマーハラスメントヌ蠏ミ{こ目又りホ且んでいる企業によるパネルディスカッション
☆参力口i赴業:料貳餅士イトーヨーカ堂、イオン九州桟貳会ネ士

癌・趣、【詳細・お申し込みはこちら】
,".ー:.1r ':1^"1F..唯1

htヒ S: VVVVVV.no・harassment.mhlvv..0.'. s m osium lr辱:F浄墜ゞ洗

.

戸生労働省
Uと、《らし.●ら、1の奥晶仁
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令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラ

スメントや、求職者等に対するセクシユアルハラスメントを防止するために、雇

用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!

詳しくは裏面をご覧下さい

Uと.(らし.●らい●た●に

M."■r,材,柚制th L.^吋..●^ι1.門

ヘ
.
、
◇

、
.
一
.

、
膚

、
合

ラ



全企業が対象となります(施行日:公布(令和7年6月11日)後1年6か月以内の政令で定める日)

カスタマーハラスメント対策の義務化

●カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

③労働者の就業環境を害すること。

●事業主が講ずべき貝体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談体制の整備・周知

・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

※自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等
の事業主が講じる事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求められた際は、事業主はこれに応じ
るよう努めるものとされています。
※カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しないものでなけれ
ぱならず、また、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する必要があります。

求職者等に対するセクハラ対策の務化

●求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシユ
アルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務とな
ります。

.事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等

・キ眺炎体制の整備・周知

・発生後の肌凍かつ適切な対応術1:相談への対応、被害者への謝罪等)

これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等(カスタマーハラスメントの
み)の責務も明確化します。
※カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシユアルハラスメントは行ってはならないものであり、

として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています。主.゛M

ハラスメントのない職場の実現に向けた国の啓発活動を強化します!
改正法では、国の責務として、1哉場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範
意識を醸成するために、国が啓発活動を行う旨が定められました。職場におけるハラスメントについて、
情報発信等の取組の充実を図ってまいります。

事例動画など役立つコンテンツを掲載

いわゆる「就活セクハラ」

あかるい職場応援団 HP 検索

【亘】'..ゞ、1・ト・.

・・・'・轟・.・'、

"'誌'.."゛:認 r^酔


